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【消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件（案）等に対して提出された御意見及び御意見

に対する考え方】 

番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

提出

意見

を踏ま

えた

案の

修正

の有

無 

No.1 

急速充電設備について、今回の改正を機に全出力 20kw 以下のものも火災予防条例の対象とする

べきではないか。対象としない理由は何か？ 

 

【個人】 

一般家庭等に設置される小規

模なものについては火災時の危

険性が低いことから、規制対象か

ら除外しています。 

また、現時点で充電設備を原因

とした火災は確認していないこ

とから、規制対象を 20kW 以下の

充電設備まで拡大する必要性は

ないと考えています。 

無 

No.2 

現行の省令が想定している充電対象は電気自動車等となっています。電気自動車以外への用途に

も対応するべきではないでしょうか。 

世界的な脱炭素の流れから自動車以外にも電気を動力とした船舶・飛行機・建設機械などの開発

が進めれており、今後、急速充電を行うニーズが出てくることが予想されます。 

実際、船舶については東京海洋大が「急速充電対応型電池推進船開発プロジェクト」（CHAdMO方

頂いた御意見を踏まえ、案を修

正しました。 

有 
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式の急速充電を採用）ほか、複数の事例があります。 

（参考） 

東京海洋大「急速充電対応型電池推進船開発プロジェクト」らいちょう S 

https://www2.kaiyodai.ac.jp/~takamasa/kaiyodai-ees-project/kaiyodai-ees-project24-3.html 

福井県美浜町 電動推進遊覧船 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/222452 

 

【個人】 

No.3 

全出力 200kWを超える急速充電設備の規制撤廃、および分離型の急速充電設備に対する制限と

申請手続きの緩和につきましては、EVの更なる普及を実現するために必要不可欠な充電環境の

整備であり、短時間充電を可能とする急速充電器の高出力化に資する貴庁の取組を歓迎いたし

ます。 

 

【日本自動車輸入組合】 

賛同の御意見として承ります。 無 

No.4 

別記様式第１号の２の２の３（第４条の２の８関係）管理権原者変更届出書及び別記様式第

15号（第 51条の 16関係）管理権原者変更届出書について、他の防火・防災管理の関係様式（選

解任、消防計画）のように□にチェックを入れる様式に変更できないでしょうか。 

法第８条と法第 36条の関係で、ほぼ同じ書類を２種類作成することになるため簡素化できな

いか意見するものです。 

（例） 

下記のとおり、□防火 

       □防災管理 対象物の管理権原者を変更したので、届け出ます。 

 

※特例認定を受けた年月日 

 御意見を踏まえ、別記様式第１ 

号の２の２の３（第４条の２の 

８関係）管理権原者変更届出書 

及び別記様式第 15号（第 51条 

の 16関係）管理権原者変更届出 

書について、２つの様式を１つ 

の様式に統合します。 

また、別記様式第１号の２の２ 

の２の３（第４条の２の８関係）防火

対象物点検報告特例認定申請書

及び別記様式第 14 号（第 51 条の

有 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/222452
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 □防火   年 月 日 

 □防災   年 月 日 

 

【個人】 

16 関係）防災管理点検報告特例認

定申請書についても、２つの様式を

１つに統合します。 

 

No.5 

防火対象物点検結果報告書（別記様式第１）及び防災管理点検結果報告書（別記様式第１）

における点検者免状の欄について、「再講習受講年月日」を「有効期限」に変更してほしい。 

再講習を受講すると、免状交付年月日は再講習を受講した日になりますので、免状交付年月

日と再講習受講年月日とが同じになってしまいます。再講習を受講した点検資格者から記載す

る趣旨が不明であるという問合せが多数寄せられているため。 

 

【一般財団法人 日本消防設備安全センター】 

 御意見を踏まえ、「再講習受講 

年月日」を「有効期限」に変更 

します。 

有 

 

◯意見提出者数：５件 

※1 提出意見数は、意見提出者数としています。 

※2 とりまとめの都合上、いただいた御意見は要約する等の整理をしております。 




